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規

則

■群
馬
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
三
十
年
八
月
二
十
四
日

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

群
馬
県
規
則
第
五
十
五
号

群
馬
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
群
馬
県
規
則
第
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
六
号
中

「

理
由

を
」

「

理
由

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は

こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日

、

か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
に

群
馬
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

、

（

に

ま
す

処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
で
あ
つ
て

も
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が

、

）

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

。

ま
た

こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内

、

に
群
馬
県
を
被
告
と
し
て

訴
訟
に
お
い
て
群
馬
県
を
代
表
す
る
者
は

群
馬
県
知

（

、
、

事
と
な
り
ま
す

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

処
分

）

（

。
、

が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
で
あ
つ
て
も

処
分
の

、

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す

た
だ
し

審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は

そ
の
審
査

）

。
。

、
、

請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内

に
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

、
。

」

改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
六
号
中

「

理
由

を
」

「

理
由

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は

こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日

、

か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
に

群
馬
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

、

ま
す

処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
で
あ
つ
て

（

に

も
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が

、

）

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

。

ま
た

こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内

、

に
群
馬
県
を
被
告
と
し
て

訴
訟
に
お
い
て
群
馬
県
を
代
表
す
る
者
は

群
馬
県
知

（

、
、

事
と
な
り
ま
す

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

処
分

）

（

。
、

が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
で
あ
つ
て
も

処
分
の

、

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す

た
だ
し

審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は

そ
の
審
査

）

。
。

、
、

請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内

に
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

、
。

」

改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
八
号
中

「
備

考

を
」

「
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備

考

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は

こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日

、

か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
に

群
馬
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

、

ま
す

処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
で
あ
つ
て

（
も

処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が

、

）

に

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

。

ま
た

こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内

、

に
群
馬
県
を
被
告
と
し
て

訴
訟
に
お
い
て
群
馬
県
を
代
表
す
る
者
は

群
馬
県
知

（

、
、

事
と
な
り
ま
す

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

処
分

）

（

。
、

が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
で
あ
つ
て
も

処
分
の

、

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す

た
だ
し

審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は

そ
の
審
査
）

。
。

、
、

請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内

に
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

、
。

」

改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
二
号
中

「

理
由

を
」

「

理
由

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は

こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日

、

か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
に

群
馬
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

、

（

に

ま
す

処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
で
あ
つ
て

も
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が

、

）

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

。

ま
た

こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内

、

に
群
馬
県
を
被
告
と
し
て

訴
訟
に
お
い
て
群
馬
県
を
代
表
す
る
者
は

群
馬
県
知

（

、
、

事
と
な
り
ま
す

処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

処
分

）

（

。
、

が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
で
あ
つ
て
も

処
分
の

、

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す

た
だ
し

審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は

そ
の
審
査

）

。
。

、
、

請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内

に
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

、
。

」

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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告 示■

◎群馬県告示第２３７号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県館林土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年８月２４日

群馬県知事 大 澤 正 明

路線名 区 間 供用開始の期日道路の
種 類

県道 足利邑楽行田 邑楽郡邑楽町大字中野字化楽４８７５番の１地先から同 平成３０年８月２４日
線 郡同町大字同字横町４６６８番の７地先まで

公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第３項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更

に係る認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告

する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、申請に係る変更後の定款を群馬県生活文化スポーツ部県

民生活課において縦覧に供する。

平成３０年８月２４日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 平成３０年８月１４日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人茶道無径会

３ 代表者の氏名 今井睦子

４ 主たる事務所の所在地 前橋市東片貝町８７５番地

５ 定款に記載された目的 この法人は、茶道の継承及び振興等に関する事業を行い、それに伴う各種工芸、建築

等の文化の発展、及び自然環境の保持を推進し、地域社会の発展及び心豊かな社会の実現に寄与することを目的

とする。

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１７項の規定により公告する。

平成３０年８月２４日

群馬県知事 大 澤 正 明

理 事
土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

の 別
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理 事 新 任 新井雅博 藤岡市下戸塚５１０番地２鏑川

同 同 榎本義法 富岡市七日市９４７番地

同 退 任 新井利明 藤岡市上大塚２５８番地１

同 同 岩井賢太郎 富岡市上小林１６２番地５

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第６８条第４項において準用する同法第１８条第１６項の規定により

次のとおり清算法人藤岡南部土地改良区清算人等の退任の届出があったので、同法第６８条第４項において準用す

る同法第１８条第１７項の規定により公告する。

平成３０年８月２４日

群馬県知事 大 澤 正 明

清算人
土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

の 別

清算人 退 任 福島孝之 藤岡市本郷１５２６番地藤岡南部

同 同 新井晋十郎 同 神田３０９番地

同 同 高田元昭 同 同 ３１２番地１

同 同 木村裕隆 同 同 ７３５番地

同 同 田島雄一 同 同 ８９３番地

同 同 金井昭夫 同 矢場６３番地

同 同 浅見秀雄 同 同 ６６８番地

同 同 清水春樹 同 同 ６７２番地

同 同 飯島幸雄 同 同 ８１０番地

監 事 同 江原貞夫 同 藤岡３０４２番地２８

同 同 黒澤昭治 同 三本木３７番地１

同 同 山口繁美 同 高山１６８９番地

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の３第３項の規定により、次のとおり県営土地改良事業の

工事が完了したので公告する。

平成３０年８月２４日

群馬県知事 大 澤 正 明
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土地改良事業の名称 地 区 名 工事完了年月日

県営農地整備事業（畑地帯担い手育成型） 松義中部 平成３０年７月２６日

高崎都市計画道路について、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定により変更するに

当たり、当該都市計画の県原案を次のとおり定めた。

平成３０年８月２４日

群馬県知事 大 澤 正 明

都市計画道路中３・４・６２号前橋箕郷２号線を次のように変更する。

名 称 位 置 区域 構 造
種 備 考
別 番号 路線名 起 点 終 点 主 な 延 長 構 造 車 線 幅員 地表式の区間

経過地 形 式 の 数 における鉄道
等との交差の
構造

幹 3･4･6 前橋箕郷 高崎市金 高崎市足 高崎市金 約 地表式 ２車線 16m 幹線街路との 旧群馬都市
線 2 ２号線 古町字北 門町字唐 古町 2,550m 平面交差２箇 計 画 道 路
街 十三町 沢 所 ３・４・４
路 号前橋箕郷

二号線

群馬県都市計画公聴会規則（昭和４５年群馬県規則第８５号）第２条第１項の規定により、高崎都市計画道路に

係る公聴会を次のとおり開催する。

平成３０年８月２４日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 開催期日及び場所 平成３０年９月２５日（火）午後２時から 高崎市群馬福祉会館

２ 作成しようとする都市計画の案 高崎都市計画道路の変更に係る都市計画の案（都市計画原案は、群馬県県土

整備部都市計画課、群馬県県土整備部高崎土木事務所、高崎市都市整備部都市計画課及び高崎市群馬支所建設課

において、平成３０年８月２４日（金）から同年９月７日（金）まで閲覧に供する（ただし、群馬県の休日を定

める条例（平成元年群馬県条例第１６号）第１条第１項に規定する休日を除く。）。）

３ 公述の申出 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、住所、氏名、年齢、職業、電話番号並びに都市計

画案についての利害関係及び意見の要旨を記載した書面（別記様式）により、平成３０年９月７日（金）までに

下記に到着するよう提出すること。

〒３７１－８５７０ 前橋市大手町一丁目１番１号 群馬県県土整備部都市計画課

４ 公述人の選定 公述人は、前記によってあらかじめ申し出た者のうちから知事が選定し、その旨を通知する。

なお、公述時間は、１０分以内とする。

５ その他 公述の申出がなく、公聴会を開催しない場合は、公聴会開催予定日の１週間前に群馬県県土整備部都

第９６２８号平成３０年８月２４日（金） 群 馬 県 報
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市計画課及び公聴会の開催予定の場所に掲示する。

６ 公聴会の問合せ先 群馬県県土整備部都市計画課 電話０２７－２２６－３６５６

別記様式

高崎都市計画道路（３・４・６２号前橋箕郷２号線）の変更に関する公述申出書
年 月 日

群馬県知事 大澤 正明 あて

平成３０年８月２４日付け群馬県報に登載された高崎都市計画道路の変更に係る都市計画の県原案に対
して、次のとおり意見を述べたいので申し出ます。

１ 公述申出人 住所 電話番号
氏名 印 年齢 職業

２ 都市計画案に係る利害関係（関係市町村の住民等は、記載不要）
３ 意見の要旨（別紙のとおり）

「意見の要旨」作成上の注意

Ａ４判４００字詰め原稿用紙１枚程度とし、横書きとすること。

落 札■

次のとおり落札者を決定した。

平成３０年８月２４日

群馬県立群馬産業技術センター所長 鈴 木 崇

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 複合環境振動試験装置 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県立群馬産業技術センター 群馬県前橋市亀里町８

８４－１

３ 落札者を決定した日 平成３０年８月１０日

４ 落札者の名称及び所在地 群栄産業株式会社 群馬県伊勢崎市日乃出町７６

５ 落札金額 ７４，９９５，２００円

６ 契約の相手方を決定した手続き 一般競争入札

７ 入札公告をした日 平成３０年６月２２日

毎週火､金曜日発行

群 馬 県発 行

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111
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